
議案第２３号 

 

京丹後市社会体育施設条例の一部改正について 

 

京丹後市社会体育施設条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 

令和８年２月２５日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

学校適正配置に伴い、長岡小学校及び宇川小学校の体育館及びグラウンドを社会体育の振興と地域住民の利用に供するとともに、利

用者からの要望等を踏まえ、社会体育施設の営利目的での使用を可能とするため、所要の改正を行う。 
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（別記） 

京丹後市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

京丹後市社会体育施設条例（平成１６年京丹後市条例第１２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中 

「 

京丹後市丹波グラウンド 京丹後市峰山町丹波５５１番地の１ 

」を 

「 

京丹後市丹波グラウンド 京丹後市峰山町丹波５５１番地の１ 

京丹後市長岡体育館 京丹後市峰山町長岡６０番地 

京丹後市長岡グラウンド 京丹後市峰山町長岡６０番地 

」に 

「 

京丹後市豊栄グラウンド 京丹後市丹後町成願寺１７２７番地 

」を 

「 

京丹後市豊栄グラウンド 京丹後市丹後町成願寺１７２７番地 

京丹後市宇川体育館 京丹後市丹後町上野１２０番地 

京丹後市宇川グラウンド 京丹後市丹後町上野１２０番地 
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」に改める。 

別表体育館の部中 

「 

京丹後市丹波体育館 

」を 

「 

京丹後市丹波体育館 

京丹後市長岡体育館 

」に、 

「 

京丹後市豊栄体育館 

」を 

「 

京丹後市豊栄体育館 

京丹後市宇川体育館 

」に改め、 

同表グラウンドの部中 

「 
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グラウンド 京丹後市網野グラウンド ８：３０～

１７：００ 

無料  

京丹後市吉野グラウンド 

京丹後市川上グラウンド 

京丹後市海部グラウンド 

京丹後市田村グラウンド 

京丹後市湊グラウンド 

京丹後市久美浜中央運動公

園（Aコート） 

８：３０～

１７：００ 

１８０  

京丹後市久美浜中央運動公

園（Bコート） 

京丹後市豊栄山村広場 ８：３０～

２２：００ 

１８０ ２８０ 

京丹後市弥栄総合運動公園 

京丹後市大宮自然運動公園

（Aコート） 

１，１９０ 

京丹後市大宮自然運動公園

（Bコート） 

２８０ 

京丹後市五箇グラウンド ８：３０～

２２：００ 

無料 ３４０ 

京丹後市丹波グラウンド 
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」を 

「 

グラウンド 京丹後市網野グラウンド ８：３０～

１７：００ 

無料  

京丹後市吉野グラウンド 

京丹後市川上グラウンド 

京丹後市海部グラウンド 

京丹後市田村グラウンド 

京丹後市湊グラウンド 

京丹後市久美浜中央運動公

園（Aコート） 

８：３０～

１７：００ 

１８０  

京丹後市久美浜中央運動公

園（Bコート） 

京丹後市豊栄山村広場 ８：３０～

２２：００ 

１８０ ２８０ 

京丹後市弥栄総合運動公園 

京丹後市大宮自然運動公園 １，１９０ 

京丹後市竹野グラウンド 

京丹後市豊栄グラウンド 

京丹後市黒部グラウンド 

京丹後市佐濃グラウンド 
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（Aコート） 

京丹後市大宮自然運動公園

（Bコート） 

２８０ 

京丹後市五箇グラウンド ８：３０～

２２：００ 

無料 ３４０ 

京丹後市長岡グラウンド 

京丹後市丹波グラウンド 

京丹後市竹野グラウンド 

京丹後市豊栄グラウンド 

京丹後市宇川グラウンド 

京丹後市黒部グラウンド 

京丹後市佐濃グラウンド 

」に改め、 

同表備考中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 営利を目的として利用する場合又は入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の使用料の額は、この表に定め

る使用料の３倍に相当する額とする。ただし、この場合において、使用料が無料である区分の利用にあっては、テニスコート

の１時間の使用料の額は１コートにつき７０円とし、屋外運動場の１時間の使用料の額は１３０円とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の京丹後市社会体育施設条例の規定は、公布の日以後の利用について適用し、その他の利用について

は、なお従前の例による。 
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京丹後市社会体育施設条例(平成16年京丹後市条例第120号)新旧対照表 

現行 改正案 

京丹後市社会体育施設条例 京丹後市社会体育施設条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第120号 条例第120号 

第1条 （略） 第1条 （略） 

 (名称及び位置)  (名称及び位置) 

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

京丹後市紅葉ヶ丘運動場 京丹後市峰山町上32番地 

京丹後市五箇体育館 京丹後市峰山町五箇1番地 

京丹後市五箇グラウンド 京丹後市峰山町五箇1番地 

京丹後市いさなごコート 京丹後市峰山町五箇44番地の1 

京丹後市丹波体育館 京丹後市峰山町丹波551番地の1 

京丹後市丹波グラウンド 京丹後市峰山町丹波551番地の1 

                        

                          

京丹後市大宮自然運動公園 京丹後市大宮町善王寺354番地 

京丹後市大宮社会体育館 京丹後市大宮町口大野208番地の1 

京丹後市大宮第三体育館 京丹後市大宮町森本782番地 

京丹後市網野グラウンド 京丹後市網野町浅茂川43番地 

京丹後市網野体育センター 京丹後市網野町網野418番地 

京丹後市郷体育館 京丹後市網野町郷55番地 

京丹後市丹後社会体育館 京丹後市丹後町大山88番地 

京丹後市豊栄山村広場 京丹後市丹後町大山8番地 

京丹後市竹野体育館 京丹後市丹後町竹野564番地 

京丹後市竹野グラウンド 京丹後市丹後町竹野564番地 

京丹後市豊栄体育館 京丹後市丹後町成願寺1727番地 

京丹後市豊栄グラウンド 京丹後市丹後町成願寺1727番地 

                        

名称 位置 

京丹後市紅葉ヶ丘運動場 京丹後市峰山町上32番地 

京丹後市五箇体育館 京丹後市峰山町五箇1番地 

京丹後市五箇グラウンド 京丹後市峰山町五箇1番地 

京丹後市いさなごコート 京丹後市峰山町五箇44番地の1 

京丹後市丹波体育館 京丹後市峰山町丹波551番地の1 

京丹後市丹波グラウンド 京丹後市峰山町丹波551番地の1 

京丹後市長岡体育館 京丹後市峰山町長岡60番地 

京丹後市長岡グラウンド 京丹後市峰山町長岡60番地 

京丹後市大宮自然運動公園 京丹後市大宮町善王寺354番地 

京丹後市大宮社会体育館 京丹後市大宮町口大野208番地の1 

京丹後市大宮第三体育館 京丹後市大宮町森本782番地 

京丹後市網野グラウンド 京丹後市網野町浅茂川43番地 

京丹後市網野体育センター 京丹後市網野町網野418番地 

京丹後市郷体育館 京丹後市網野町郷55番地 

京丹後市丹後社会体育館 京丹後市丹後町大山88番地 

京丹後市豊栄山村広場 京丹後市丹後町大山8番地 

京丹後市竹野体育館 京丹後市丹後町竹野564番地 

京丹後市竹野グラウンド 京丹後市丹後町竹野564番地 

京丹後市豊栄体育館 京丹後市丹後町成願寺1727番地 

京丹後市豊栄グラウンド 京丹後市丹後町成願寺1727番地 

京丹後市宇川体育館 京丹後市丹後町上野120番地 
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現行 改正案 

                         

京丹後市弥栄総合運動公園 京丹後市弥栄町木橋1446番地 

京丹後市黒部体育館 京丹後市弥栄町黒部3299番地 

京丹後市黒部グラウンド 京丹後市弥栄町黒部3299番地 

京丹後市吉野体育館 京丹後市弥栄町芋野408番地 

京丹後市吉野グラウンド 京丹後市弥栄町芋野408番地 

京丹後市久美浜中央運動公園 京丹後市久美浜町永留244番地の1 

京丹後市川上体育館 京丹後市久美浜町畑394番地 

京丹後市川上グラウンド 京丹後市久美浜町畑394番地 

京丹後市海部体育館 京丹後市久美浜町橋爪236番地 

京丹後市海部グラウンド 京丹後市久美浜町橋爪236番地 

京丹後市佐濃体育館 京丹後市久美浜町安養寺581番地 

京丹後市佐濃グラウンド 京丹後市久美浜町安養寺581番地 

京丹後市田村体育館 京丹後市久美浜町関495番地 

京丹後市田村グラウンド 京丹後市久美浜町関495番地 

京丹後市湊体育館 京丹後市久美浜町湊宮1655番地 

京丹後市湊グラウンド 京丹後市久美浜町湊宮1655番地 
 

京丹後市宇川グラウンド 京丹後市丹後町上野120番地 

京丹後市弥栄総合運動公園 京丹後市弥栄町木橋1446番地 

京丹後市黒部体育館 京丹後市弥栄町黒部3299番地 

京丹後市黒部グラウンド 京丹後市弥栄町黒部3299番地 

京丹後市吉野体育館 京丹後市弥栄町芋野408番地 

京丹後市吉野グラウンド 京丹後市弥栄町芋野408番地 

京丹後市久美浜中央運動公園 京丹後市久美浜町永留244番地の1 

京丹後市川上体育館 京丹後市久美浜町畑394番地 

京丹後市川上グラウンド 京丹後市久美浜町畑394番地 

京丹後市海部体育館 京丹後市久美浜町橋爪236番地 

京丹後市海部グラウンド 京丹後市久美浜町橋爪236番地 

京丹後市佐濃体育館 京丹後市久美浜町安養寺581番地 

京丹後市佐濃グラウンド 京丹後市久美浜町安養寺581番地 

京丹後市田村体育館 京丹後市久美浜町関495番地 

京丹後市田村グラウンド 京丹後市久美浜町関495番地 

京丹後市湊体育館 京丹後市久美浜町湊宮1655番地 

京丹後市湊グラウンド 京丹後市久美浜町湊宮1655番地 
 

第3条～第17条 （略） 第3条～第17条 （略） 

別表 （第9条、第16条関係） 別表 （第9条、第16条関係） 

利用施設 利用時間の区

分 

使用料 

(円／1時

間) 

照明使用料 

(円／1時間) 区分 名称 

武道館(柔

道室) 

京丹後市網野体育

センター 

8：30～22：0

0 

90  

武道館(剣

道室) 

体育館 京丹後市大宮社会

体育館 

8：30～22：0

0 

240  

京丹後市網野体育

センター 

利用施設 利用時間の区

分 

使用料 

(円／1時

間) 

照明使用料 

(円／1時間) 区分 名称 

武道館(柔

道室) 

京丹後市網野体育

センター 

8：30～22：0

0 

90  

武道館(剣

道室) 

体育館 京丹後市大宮社会

体育館 

8：30～22：0

0 

240  

京丹後市網野体育

センター 
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現行 改正案 

京丹後市丹後社会

体育館 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市五箇体育

館 

8：30～22：0

0 

190  

京丹後市丹波体育

館 

        

  

京丹後市郷体育館 

京丹後市豊栄体育

館 

         

  

京丹後市川上体育

館 

京丹後市海部体育

館 

京丹後市佐濃体育

館 

京丹後市大宮第三

体育館 

8：30～22：0

0 

90  

京丹後市竹野体育

館 

京丹後市黒部体育

館 

京丹後市吉野体育

館 

京丹後市田村体育

館 

京丹後市丹後社会

体育館 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市五箇体育

館 

8：30～22：0

0 

190  

京丹後市丹波体育

館 

京丹後市長岡体育

館 

京丹後市郷体育館 

京丹後市豊栄体育

館 

京丹後市宇川体育

館 

京丹後市川上体育

館 

京丹後市海部体育

館 

京丹後市佐濃体育

館 

京丹後市大宮第三

体育館 

8：30～22：0

0 

90  

京丹後市竹野体育

館 

京丹後市黒部体育

館 

京丹後市吉野体育

館 

京丹後市田村体育

館 
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現行 改正案 

京丹後市湊体育館 

グラウンド 京丹後市網野グラ

ウンド 

8：30～17：0

0 

無料  

京丹後市吉野グラ

ウンド 

京丹後市川上グラ

ウンド 

京丹後市海部グラ

ウンド 

京丹後市田村グラ

ウンド 

京丹後市湊グラウ

ンド 

京丹後市久美浜中

央運動公園(Aコー

ト) 

8：30～17：0

0 

180  

京丹後市久美浜中

央運動公園(Bコー

ト) 

京丹後市豊栄山村

広場 

8：30～22：0

0 

180 280 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市大宮自然

運動公園(Aコート) 

1,190 

京丹後市大宮自然

運動公園(Bコート) 

280 

京丹後市五箇グラ

ウンド 

8：30～22：0

0 

無料 340 

        

    

京丹後市湊体育館 

グラウンド 京丹後市網野グラ

ウンド 

8：30～17：0

0 

無料  

京丹後市吉野グラ

ウンド 

京丹後市川上グラ

ウンド 

京丹後市海部グラ

ウンド 

京丹後市田村グラ

ウンド 

京丹後市湊グラウ

ンド 

京丹後市久美浜中

央運動公園(Aコー

ト) 

8：30～17：0

0 

180  

京丹後市久美浜中

央運動公園(Bコー

ト) 

京丹後市豊栄山村

広場 

8：30～22：0

0 

180 280 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市大宮自然

運動公園(Aコート) 

1,190 

京丹後市大宮自然

運動公園(Bコート) 

280 

京丹後市五箇グラ

ウンド 

8：30～22：0

0 

無料 340 

京丹後市長岡グラ

ウンド 
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現行 改正案 

京丹後市丹波グラ

ウンド 

京丹後市竹野グラ

ウンド 

京丹後市豊栄グラ

ウンド 

        

    

京丹後市黒部グラ

ウンド 

京丹後市佐濃グラ

ウンド 

テニスコー

ト(1コート

につき) 

京丹後市大宮自然

運動公園 

8：30～22：0

0 

90 140 

京丹後市久美浜中

央運動公園 

京丹後市網野体育

センター 

8：30～22：0

0 

50 70 

京丹後市紅葉ヶ丘

運動場 

8：30～22：0

0 

無料 110 

屋根付ゲー

トボール場

(1コートに

つき) 

京丹後市いさなご

コート 

8：30～22：0

0 

90 250 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市久美浜中

央運動公園 

京丹後市網野グラ

ウンド 

8：30～22：0

0 

70  

 

京丹後市丹波グラ

ウンド 

京丹後市竹野グラ

ウンド 

京丹後市豊栄グラ

ウンド 

京丹後市宇川グラ

ウンド 

京丹後市黒部グラ

ウンド 

京丹後市佐濃グラ

ウンド 

テニスコー

ト(1コート

につき) 

京丹後市大宮自然

運動公園 

8：30～22：0

0 

90 140 

京丹後市久美浜中

央運動公園 

京丹後市網野体育

センター 

8：30～22：0

0 

50 70 

京丹後市紅葉ヶ丘

運動場 

8：30～22：0

0 

無料 110 

屋根付ゲー

トボール場

(1コートに

つき) 

京丹後市いさなご

コート 

8：30～22：0

0 

90 250 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市久美浜中

央運動公園 

京丹後市網野グラ

ウンド 

8：30～22：0

0 

70  

 

備考 

1 この表において、次の各号に掲げる利用の場合における使用料

は、当該各号に定める額とする。 

備考 

1 この表において、次の各号に掲げる利用の場合における使用料

は、当該各号に定める額とする。 
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現行 改正案 

(1) 京丹後市大宮社会体育館、京丹後市網野体育センター体育

室、京丹後市丹後社会体育館及び京丹後市弥栄総合運動公園

体育館の半面を利用する場合 当該施設の使用料の 2分の 1

の額 

(2) この表に定める利用時間以外の時間に利用する場合の使用

料の額は、1時間の使用料に利用する時間数(1時間未満であ

る場合又は当該時間数に 1時間未満の端数がある場合の当該

端数は、1時間とする。)を乗じて得た額とする。 

2 市民以外の者が利用する場合(小学校、中学校、保育所、認定こ

ども園等が教育又は保育目的のために利用するときを除く。)の

使用料の額は、この表に定める使用料の 2倍に相当する額とす

る。ただし、この場合において、使用料が無料である区分の利用

にあっては、テニスコートの 1時間の使用料の額は 1コートにつ

き 50円とし、屋外運動場の 1時間の使用料の額は 90円とする。 

                                                             

                                                           

                          

3 利用する時間数が 1時間未満である場合又は当該時間数に 1時

間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とする。 

4 使用料の額は、この表の規定により算出した額の合計額に対し

て課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に

基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額

及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課さ

れる額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加算した

額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨

てるものとする。)とする。 

(1) 京丹後市大宮社会体育館、京丹後市網野体育センター体育

室、京丹後市丹後社会体育館及び京丹後市弥栄総合運動公園

体育館の半面を利用する場合 当該施設の使用料の 2分の 1

の額 

(2) この表に定める利用時間以外の時間に利用する場合の使用

料の額は、1時間の使用料に利用する時間数(1時間未満であ

る場合又は当該時間数に 1時間未満の端数がある場合の当該

端数は、1時間とする。)を乗じて得た額とする。 

2 市民以外の者が利用する場合(小学校、中学校、保育所、認定こ

ども園等が教育又は保育目的のために利用するときを除く。)の

使用料の額は、この表に定める使用料の 2倍に相当する額とす

る。ただし、この場合において、使用料が無料である区分の利用

にあっては、テニスコートの 1時間の使用料の額は 1コートにつ

き 50円とし、屋外運動場の 1時間の使用料の額は 90円とする。 

3 営利を目的として利用する場合又は入場料その他これに類する

料金を徴収して利用する場合の使用料の額は、この表に定める使

用料の 3倍に相当する額とする。ただし、この場合において、使

用料が無料である区分の利用にあっては、テニスコートの 1時間

の使用料の額は 1コートにつき 70円とし、屋外運動場の 1時間

の使用料の額は 130円とする。 

4 利用する時間数が 1時間未満である場合又は当該時間数に 1時

間未満の端数がある場合の当該端数は、1時間とする。 

5 使用料の額は、この表の規定により算出した額の合計額に対し

て課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基

づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び

地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される

額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加算した額(当

該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも

のとする。)とする。 

 附 則 

 (施行期日) 
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現行 改正案 

 1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

 2 この条例による改正後の京丹後市社会体育施設条例の規定は、公布の

日以後の利用について適用し、その他の利用については、なお従前の

例による。 
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)Ｃ

有・無

策定年度

　令和8年4月1日から施行する。 計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

教育委員会事務局 生涯学習課

　≪提案に至るまでの経緯≫

令和7年6月　学校適正配置に係る学校条例の一部改正
令和7年４月～8年2月　各学校づくり準備協議会で協議
令和7年8月～１０月　各区長及び区長会へ説明
令和8年2月　例規審査委員会で改正条例案について審査

まちづくり
27の施策 3 多様な学びを支援する生涯学習の充実

計画名称

　≪政策等の実施時期≫

　≪政策等の必要性≫ 　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫

　社会体育施設として活用することにより、スポーツ及びレクリエーショ
ンの振興を図ることができる。
　また、金銭の収受を伴う利用を望む声もあり、市民ニーズが顕在化して
いる。利便性の向上とともに施設の有効活用を図るため、条件設定等の枠
組みを整え、営利目的での使用を可能とする必要がある。

　社会体育施設として活用することにより、地域住民がスポーツ及びレク
リエーション活動を行う場として継続的に利用でき、世代間の交流の拠点
として、地域の活性化及び施設の利用率の向上が見込まれる。
　また営利目的の利用を可能とすることにより、社会体育施設内で物品販
売、キッチンカー出店などが可能となり、施設を多用途に活用でき、利用
者や観戦者の利便性の向上、魅力的な施設となることが期待される。

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

　市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の
向上に資するため、学校適正配置に伴い、令和8年3月末をもって閉校とな
る長岡小学校及び宇川小学校の体育館及びグラウンドを社会体育施設とし
て追加するもの。
　また、社会体育施設の営利目的での使用を可能とするもの。

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第２３号
京丹後市社会体育施設条例の一部改正について

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（　 　　　　　　）
政策等の形成過程の説明資料

令和 8 3  定 例 会
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